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対象となる全要配慮者利用施
設における避難確保計画の作
成、更新および避難訓練の実施
を支援する。

【近江八幡市】
・令和７年12月末時点 地域防災計画掲載の全施設で避難確保計画作成済み。
施設へ通知を行い避難訓練の実施・報告を依頼している。
避難確保計画作成に関するHPの掲載を継続している。
【東近江市】
・避難確保計画作成に関する情報を市HPに掲載し、啓発を実施している。
【日野町】
・協議会（担当者会議）にて進捗報告。
【竜王町】
・避難確保計画作成が必要な施設に対し、年２回計画の作成、変更について周知文
を送付し、啓発を図った。また、協議会（担当者会議）にて進捗報告。

資料2-2（P.1）
資料2-3
（番号22）

「タイムライン（防災行動計画）
策定・活用指針」等に基づくタイ
ムラインを作成、更新および運
用する。

【近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町】
・防災タイムラインを作成済み。
【滋賀県（東近江土木事務所）】
・多機関連携型タイムライン、防災タイムラインを作成済み。

資料2-2
（P.2,3）
資料2-3
（番号5）

令和８年３月までに「防災・減災、
国土強靭化のための５か年加
速化対策」に基づき、河川整備、
土砂災害防止施設整備を実施
する。

【滋賀県（東近江土木事務所）】
河川：日野川、八日市新川、蛇砂川、大同川、佐久良川などで河川整備を実施した。
砂防：近江八幡市島町、竜王町山面で砂防堰堤工を実施した。

資料2-2（P.14）
資料2-3
（番号55ほか）



東近江圏域の取組方針【減災のための重点目標】取組報告 資料2-1

減災のための重点目標 令和７年度の取組状況（令和８年３月31日現在）
資料番号

（ページ番号）

水害・土砂災害危険性を周知し、
教育および訓練を実施する。

【近江八幡市】
・自主防災組織の体制づくりを支援した。（組織の育成や立上げサポート等）
・防災に関する出前講座の取組を実施した。
【東近江市、日野町】
・防災に関する出前講座の取組を実施した。
【竜王町】
・氾濫するおそれのある地域等において洪水時の避難勧告等の発令判断に活用す
る簡易水位計・量水標を設置、観測し、情報共有した。
・防災に関する出前講座の取組を実施した。
【滋賀県（防災危機管理局）】
・滋賀県における災害リスクとその正しい備えをテーマに１団体において出前講座
を実施。
【滋賀県（東近江土木事務所）】
・法教寺川(東近江市葛巻町)および出雲川（日野町三十坪）において避難判断の
目安となる簡易量水標を塗り直した。
【滋賀県（流域政策局）】
・須田川三峯橋（東近江市きぬがさ町）に「危機管理型水位計」※2を設置した。
・警察や消防団等へ出前講座を実施した。
※２ 機器構成を簡略化し、洪水時の観測に特化した水位計。
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